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虐待は子どもの心身の発達や人格形
成に重大な影響を与えるとともに、
大人になって虐待を行う世代間連鎖
も考えられます。虐待を受けている
子どもはサインを送っています。そ
のサインに気づき、虐待を防げるよ
うご協力ください。
《虐待から守るための５か条》
①おかしいと感じたら迷わず連絡
②「しつけのつもり」は言い訳
③一人で抱え込まない
④親の立場より子の立場
⑤虐待はあなたの周りでも起こりうる
■問長浜市家庭児童相談室《市子育て支
援課内》（1.65６５４４)、浅井支所保
健福祉課(1.74４３５４)、びわ支所保健
福祉課(1.72５２５４)

《被害相談窓口》
犯罪被害者やその家族の相談窓口。
○犯罪被害者サポートテレホン

1０７７－５２１－８３４１
平日午前８時30分～午後５時15分

※FAX可、時間外は留守番電話で対応
○県民の声１１０番

1０７７－５２５－０１１０(♯9110)
平日午前８時30分～午後５時15分

○暴力団追放ホットライン
1０７７－５２７－２１４０
平日午前８時30分～午後５時15分

○ＮＰＯ法人おうみ犯罪被害者支援センター
1０７７－５１４－１６５０
日・水・金曜日：午後１時～５時
土曜日：午前10時～午後５時

○各警察署警務課でも相談可
《犯罪被害者給付制度》
故意の犯罪行為で亡くなられた方の
遺族や重傷病・障害などの被害を受
けた方に国が給付金を支給するもの。
支給基準等詳細はお問合せください。
《被害者支援フォーラム》
【と　き】12月３日(日)午後１時30分
【ところ】大津市民会館小ホール
○講演「子どもの安全を守る」

～悲劇を繰り返さないために～

講師：本郷紀宏氏
(大阪教育大付属池田小児童殺傷事件遺族)

【申込み】不要
■問長浜警察署警務課(1 .62０１１０)

子どもが欲しいのに授からない、治
療した方がいいのか、どんな治療法
があるのかといった不妊に関する悩
みを気軽にご相談ください。無料。
○電話相談(専門の相談員が対応)
【時　間】平日午前９時～午後４時
【電　話】０７７－５４８－９０８３
○面接相談(専門医師が対応・要予約)
【時　間】毎週木曜日午後３時から
【相談場所】滋賀医科大学附属病院

産婦人科内(大津市瀬田)
【予約電話】０７７－５４８－９０８３
○メール相談(随時受付)
滋賀医科大学附属病院ホームページ
(http://www.shiga-med.ac.jp/)内の
「産婦人科」→「不妊専門相談セン
ター」に専用メールあり。
■問県健康推進課(1077-528-3615)

市民活動の支援に、次の補助を行い
ます (２次募集) 。
【対　象】事務所や活動拠点が市内
にある市民活動団体(ＮＰＯ法人や
それに準じる団体)で、社会貢献活
動を行い、市の要件を満たす団体
【助成対象・額・期間】
①団体設立支援
１団体２万円を限度(１回限り)

②事業支援・③協働事業支援
２/３の補助率で20万円を限度

※事業期間(平成19年１月～３月末)
【事業決定方法】
書類審査と公開プレゼンテーション

【募集要項・申請書備付場所】
市役所本庁・支所、各公民館など

【募集期間】11月15日(水)～12月11日(月)
■問市自治振興課（1 .65８７２２）

市では、市の今後10年間に進むべ
き方向とその方策を示す総合計画の
策定にあたり、みなさんが描くまち
の将来像の実現に、どう取り組むの
かを考える座談会を開催します。

○11月28日(火)午後７時から
市役所浅井支所３階大会議室

○12月13日(水)午後７時から
びわ文化学習センター(難波町)

○１月11日(木)午後７時から
市役所浅井支所３階大会議室

【対　象】市内在住で、できるだけ
３回とも出席できる方

【締切り】11月24日(金)
【申込方法】電話、ＦＡＸ、Ｅメール、

郵送のいずれかで住所、
氏名、連絡先をお知らせ
ください。

■申〒526-8501(住所不要)長浜市企画政
策課（1 .65６５０５、FAX.63４１１１)、
email:kikaku@city.nagahama.shiga.jp)

クリーンプラント(最終処分場・大
依町)へごみを持ち込まれる場合に
は、次のことにご注意ください。
①不燃ごみにカセットテープや布
団、衣類、ダンボール、紙くず、
汚れた発泡スチロールなどの可燃
ごみ、資源ごみが含まれています。
再度、各家庭に配布の「こほくる～
る」で分別方法をご確認ください。

②現在、処分場内は工事のため、大
型ダンプの出入りがありますの
で、次の点にご注意ください。

・制限速度(20km/h、30km/h)を遵守
・往路、復路とも指定道路を通行
・ごみが飛ばないように、シートで
覆うなどの飛散防止措置を

・出入口では一旦停止
■問市環境保全課（1 .65６５１３)
クリーンプラント(1 .74３３７７)

情報板改修工事のため、国道８号線
を一時通行止め(５分間程度)、車線
規制を実施しますので、ご協力をお
願いします。(雨天順延)
○国道８号高溝交差点付近(米原市)
【日　時】12月４日(月)～９日(土)

午前１時～４時
○国道８号外町交差点付近(彦根市)
【日　時】12月11日(月)～16日(土)

午前１時～４時
■問国土交通省近畿地方整備局滋賀国
道事務所彦根維持出張所(1０７４
９－２２－１１４０)

11月は児童虐待防止推進月間　
あなたの「もしや？」が子どもを救う

11月25日～12月１日は　　　　
犯罪被害者週間

不妊専門相談センター　

クリーンプラントへのごみ搬入は

国道８号線が夜間一時通行止めに

市民活動を支援します

長浜市の将来像を考えましょう　　
市民座談会(後期)参加者募集

お知らせ�

防犯・防災情報を携帯電話のメールで　－くわしくは見開き面をごらんください－



長浜市では、11月20日から防犯情報と防災情報を市民のみなさんの携帯電話へ、メールで一斉発信しま
す。登録手続きは簡単です。いざというときに備えてぜひご登録ください。

《自分の身を守るために》
地震、台風、大雨による災害。振り込め詐欺やひったくり。私たちの安全・安心を脅かす災害や事件が全

国各地で発生しており、長浜市でもいつ起きるかわかりません。
しかし、災害や犯罪の情報をいち早く知ることで、被害を最小限にとどめ、災害から身を守ったり、事件

を未然に防いだりすることはできます。
現在、避難勧告等の災害時の緊急情報は、防災行政無線やケーブルテレビ、市のホームページ、広報車等

で伝達することにしていますが、情報を確実に市民のみなさんに伝えるには、幾重もの伝達手段を用いて情
報を発信することが大切です。また、市内で発生した犯罪に関する情報を、多くの市民のみなさんにお知ら
せして、同じ被害に遭わないよう注意を呼びかけることも大切です。

《災害時に有効です》
携帯電話の普及率は高く、大規模災害時などの電話が通じにくい場合でも、携帯メールは比較的つながり

やすいことから、連絡手段として非常に有効であるといわれています。さらに情報が文字であるため聞き間
違いがなく、耳の不自由な方にも情報を伝達することができます。また、携帯電話にはメール読み上げ機能
があるものもあり、目の不自由な方は音声で聞くことができます。
特に大規模な災害時には、情報を早く正確に大勢の人に届けることが必要で、避難勧告などの情報伝達手

段として大変効果があると考えられます。

●メールアドレスの登録は無料ですが、メール送受信など各携帯電話会社の通常のパケット通信料がかかる場合は、
各自でご負担いただきます。

●mpme.jp及びcity.nagahama.shiga.jpからのメールを受け取れない設定をしている場合は受信可能にしてくだ
さい。（機種によって設定方法が違いますので、各メーカーにお問い合わせください。）

●このメールは情報発信のみで、送信したメールアドレスに対して返信はできません。
●メールアドレスを変更された場合は、必ず再登録をお願いします。変更されずにメール配信時にエラーになった
場合は、アドレスを削除させていただきます。（旧VodafoneからSoftBankに更新される方はご注意ください。）

●利用される通信事業者のシステムや利用者の電波状態等の条件によって、着信に障害が発生する場合があります。
その際の損害に関して、当方では一切責任を負いかねます。
●災害などの緊急情報は性質上、夜間(深夜）に配信される場合もあります。ご了承ください。
●障害及び保守等により事前に通知することなく、運用を停止する場合があります。
●利用者が登録された情報はメール配信目的以外に使用することはありません。
また、本人の承諾なく第三者に提供・開示しません。
●利用者が登録される情報はＳＳＬ通信により暗号化して送信されます。
※SSL通信・・・情報を暗号化して送信します。プライバシーに関わる情報等を安全に送信することができます。

お問い合せは、市防災安全課(1 .65６５５７)へ。

《11月20日から登録できます》
メールの配信を希望される方は、ご自分の携帯電話から指定のメールアドレスに空メールを送信すること

で登録ができます。登録が完了次第、情報が提供されます。

《こんな情報を提供します》
災害の発生が予測される場合の降雨量や川の水位情報、災害の発生情報、避難情報等を配信する「防災情

報メール」と犯罪の発生情報、注意喚起情報を配信する「防犯情報メール」を発信します。

防犯情報QRコード 防災情報QRコード

～安全・安心メール配信をはじめます～

ご登録は このアドレスに空メールを

防犯情報・・・nagaml.bouhan@mpme.jp
防災情報・・・nagaml.bousai@mpme.jp
※右のQRコードからもアクセスできます。

ひったくり情報の場合 集中豪雨時の避難情報の場合

登録は、防犯メール・防災メール申込用アドレスに空メー
ルを送信し、返信されてきたURLをクリックするだけです。
右上のQRコードからもアクセスできます。防災・防犯それ
ぞれで登録が必要です。

申込用アドレスを入力し空メ
ールを送信してください。
（防犯情報メールと防災情報
メールはそれぞれ申込み）

空メール送信

サーバから上記メールが送信
されますので、本文中のURL
をクリックしてください。

防犯メール登録の場合

登録画面に自分のメールアド
レスが表示されていることを
確認し、登録ボタンをクリッ
クしてください。

本　登　録

登録が完了すれば、上記のよ
うな完了メールが届きます。

本登録方法お知らせメール

⇒ ⇒ ⇒



古紙100％の再生紙を使用しています。

○水道水を安全に飲むために
貯水槽水道施設の設置者は、水道水

を安心安全においしく飲むために、

施設の管理強化をお願いします。

①施設の警備強化、防護対策を

②受水槽、高置水槽の点検を毎日実施

③給水栓での水質検査(臭気・味・

色・濁り・残留塩素)を毎日実施

④施設や水質に異常があったら、す

ぐに水道企業団や市上下水道課、

県長浜保健所へ連絡

○貯水槽水道の定期検査を
水道法により、簡易専用水道(有効容

量が10ｍ3を超える受水槽) は、１年

以内ごとに１回、水槽の清掃や厚生

労働大臣の登録を受けた検査機関に

よる定期検査が義務付けられていま

す。また、小規模貯水槽水道(有効容

量が10ｍ3以下の受水槽)も水道条例

により、簡易専用水道と同様の管理

に努めなければなりません。

※清掃・検査後はすぐに清掃と検査

結果の写しを届け出てください。

■■問長浜水道企業団工務課給水係(1 . 62

４１０１)

中小企業事業者への年末資金として

国の事業ローンをご活用ください。

【融資額】4,800万円以内

【返済期間】運転資金　５年以内

設備資金　10年以内

【利　率】年2.30％(固定)

※平成18年10月11日現在

返済期間５年以内の利率

■問長浜商工会議所(1 . 62２５００）、

国民生活金融公庫彦根支店(1０７
４９－２４－０２０１)

【と　き】11月28日(火)午後６時

【ところ】六角館(勝町)

【講　演】中山健夫氏

(京都大学大学院医学研究科教授)

｢あなたの生命を脅かす生活習慣病とは｣

～メタボリックシンドロームの脅威とその予防～

■申市健康推進課(1 .65７７７９)

【と　き】11月28日(火)午後７時

【ところ】曳山博物館伝承スタジオ

【講　師】植木行宣氏

(曳山まつり行事・曳山保存専門委員会委員長)

【演　題】「山鉾のまつりと長浜曳山」

■■問曳山博物館(1 .65３３００)

博覧会のフィナーレを飾る花火。

【と　き】11月26日(日)

午後５時30分から約15分

【ところ】長浜港湾一帯

■■問北近江一豊・千代博覧会事務局

《市観光振興課内》（1 .65６５２１)

地元消費者に地域の食材や特産品を

ＰＲする交流イベントです。

【と　き】11月26日(日)

午後１時～４時

【ところ】浅井ふれあいの里

プラザふくらの森(内保町)

・豆腐加工品を使った湯豆腐の試食

・特産品「かぼちゃ焼酎」販売

・地元産野菜のＰＲ

■■問市特産振興課(1 .65６５２６)

①11月26日(日)午後１時30分から、

勤労者福祉会館「臨湖」(港町)で。

「滋賀の歴史・文化に根ざした風

景づくりをはじめよう」

②12月９日(土)午後１時30分から、

栗東市中央公民館で。

「先人が往来した風景とは」

③12月10日(日)午後１時30分から、

高島市商工会マキノ支所で。

「美しい農村風景を守り育てましょう」

④12月17日(日)午後１時30分から、

守山市民ホールで。

「さあ、みんなで風景づくりに取り組もう」

※１回のみの参加も可

【申込方法】前日までに電話かＦＡＸ

で、住所、氏名、電話番号、参加希

望人数をお知らせください。

■申県都市計画課(1077-528-4184、
FAX077-528-4906)、市都市計画

課(1 .65６５４１、FAX.65６５４０)

【と　き】11月17日(金)～23日(祝)

【ところ】観光情報茶屋「四居家」

■■申長浜愛瓢会 吉川(1 .62２１４５)

【と　き】12月２日(土)

午後２時～４時

【ところ】長浜地方卸売市場 (田村町)

【対　象】市内および近隣在住の方

【さばく魚】鯛など

【定　員】48人(多数の場合抽選)

【持ち物】包丁(さしみ、出刃の両方)

まな板、エプロン、おしぼり、お持ち

帰り用の入れ物、長ぐつ、筆記用具

【負担金】1,000円(材料費・保険料含)

【申込方法】電話かＥメールで

【締切り】11月25日(土)午後５時

■■申長浜地方卸売市場㈱(1 . 63４００

０、Email:nagasijo@mx.biwa.ne.jp)

【と　き】12月２日(土)

午前10時30分～午後２時

【ところ】びわ環境改善センター

多目的ホール(難波町)

【内　容】楽しいゲームや音楽会

【対　象】市内にお住まいで、知的

障害がある方とその家族

【定　員】100人(先着順)

【申込期間】11月15日(水)～27日(月)

■■申長浜市社会福祉協議会地域福祉課

(1 . 62１８０４)、浅井支所(1 . 74８２０

０)、びわ支所(1 .72４３９９) 

【と　き】12月２日(土)午後１時30分

【ところ】勤労者福祉会館「臨湖」

２階研修室(港町)

【基調講演】「暮らしを包むまちづくり」

仁連孝昭氏(滋賀県立大学教授)

まちづくり構想報告、車座討論など

■■申長浜米原まんなか夢のまちづくり会

議事務局《長住建設内》(1 .63１６１１)

【会　場】長浜太閤温泉「浜湖月」

※今後の対局結果で中止の場合あり

○歓迎レセプション(前夜祭)
【と　き】12月５日(火)午後６時30分

【参加費】6,000円(高校生以下半額)

【締切り】11月26日(日)

○竜王戦長浜対局記念アマ将棋大会
【と　き】12月７日(木)午前10時

【対　局】「２段以上」「３級～初段」

「４級以下」の３クラス

【参加資格】アマチュアならどなたでも

【参加費】1,500円(昼食付)

【申込み】当日午前９時15分～45分

に会場内受付で

○対局室見学・大盤解説会
12月６日(水)、７日(木)の両日開催。

対局室見学は11月26日までに申込要。

■■申竜王戦長浜対局歓迎実行委員会

浜湖月(1 . 62１１１１)、日本将棋連

盟長浜支部 日比野(1090-8578-
2543)

貯水槽水道設置のみなさんへ

湖国風景づくりワークショップ

秀吉公長浜ひょうたん展　

市場料理教室「魚のさばき方教室」

国民生活金融公庫の年末事業資金

京都大学健康マンスリー講座

市民曳山まつり特別講座

北近江一豊・千代博覧会　　　　
フィナーレ花火

こだわり滋賀ネットワーク　　　
「直売所応援団」ＰＲイベント

ハッピークリスマス会

長浜・米原まんなか　　　　　　
まちづくりシンポジウム

第19期将棋竜王戦　　　　　　
長浜対局関連イベント
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